
この記載内容は、平成29年度の地方税法等に基づき作成しております。
地方税法等が改正された場合は、改正内容に従って計算されます。

　国外で納付した外国所得税額があるときは
一定の金額を限度として、外国所得税額を差
し引くことができます。税額計算の結果、所
得税で控除しきれない時に、県民税の所得割
額、市民税の所得割額へと順次控除されます。
　詳しくは、税務署にお問い合わせください。

配当所得
の種類

配当控除の率
（カッコ内は、課税所得金額1,000万円以上）

市 民 税 　 　 県 民 税

配当所得・一　般

配当所得・証　券

配当所得・外貨建

1.6％(0.8％)

0.8％(0.4％)

0.4％(0.2％)

1.2％(0.6％)

0.6％(0.3％)

0.3％(0.15％)

◆県民税の税率
　一律 ４％ の税率を課税標準額に乗じます

◆市民税の税率
　一律 ６％ の税率を課税標準額に乗じます

◆均等割 市　民　税 3,500円

所得割と上記の均等割を加えます

◆均等割 県　民　税 1,500円

所得割と上記の均等割を加えます

◆所得税の確定申告についての問い合わせ先

市川税務署 〒272-8573　市川市北方1-11-10
電話　047（335）4101
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◆普通徴収分（ご自分で年４回で納める方法）の市民税・県民税納税通知書は、６月中旬頃にお送りします。
　なお、均等割・所得割ともに非課税の方には、市民税・県民税納税通知書はお送りしませんので、あらかじめご了承く
　ださい。
◆３月15日の期限までにご申告されませんと市民税・県民税納税通知書の発行が遅れたり、課税証明書を発行できない場
　合がありますのでご注意ください。

◆税額控除

◆市民税・県民税の計算方法

　税源移譲により生じる所得税と市民税・県民税の人的控除額の差に基づく税負担の増加
を調整するために市民税・県民税所得割額から下記の算式で計算された金額を控除します。

課税標準額

200万円以下

200万円超

調 整 控 除 額 の 計 算 式
次の①、②のいずれか少ない金額の５％〔市３％・県２％〕
①人的控除額の差額の合計額　②市民税・県民税の課税標準額

［人的控除額の差額の合計額－（課税標準額－200万円）］×５％〔市３％・県２％〕
ただし、上記計算式の［ ］内の金額が50,000円以下の場合は50,000円とする。

【寄附金税額控除】

　

　次の①～④の団体に寄附をした場合、寄附金の額（総所得金額等の30％を上限とし
ます。）から2,000円を引いた額に対して、市民税から6％・県民税から4％の控除を受
けることができます。（④は市民税のみで、県民税の適用はありません。）
　
　①都道府県・市区町村（ふるさと納税）
　②千葉県の共同募金会もしくは日本赤十字社千葉県支部
　③所得税の寄附金控除の対象の中から、千葉県に所在する学校法人や社会福祉法
　　人など市川市税条例で定めるもの
　④市川市税条例で定めたＮＰＯ法人（市民税6％のみ適用）※2

市民税・県民税の計算方法

納税通知書の発送
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1,000円未満
は切捨てます

申告フローチャート

申告にあたる注意事項

申告会場と日程

税制改正に関わるご案内

※必ずしもこのフローチャートに該当しない場合があります。詳しくはお問い合わせください。

ＳＴＡＲＴ

平成29年中に

収入があった

給与収入のみ

いいえ

いいえ

いいえ

いいえ

はい

はい
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はい

はい

いいえ

はい

はい
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この申告書を提出

この申告書を提出

提 出 不 要

提 出 不 要

この申告書を提出

提 出 不 要

この申告書を提出

この申告書を提出

以下のいずれかに該当する
・給与、年金以外に20万円を超える営業、不動産、配当、譲渡、
　個人年金等の所得があった
・給与収入が2,000万円を超えた
・公的年金の収入が400万円を超えた
・外国の法令に基づく公的年金の収入があった

①給与収入が103万円を超え、
　かつ年金収入が140万円
　（65歳未満は90万円）以下

［Ａ］給与収入のみの場合の
フローに従って提出先を確認

②給与収入が85万円を超え、
　かつ年金収入が140万円
　（65歳未満は90万円）を超える

①及び②以外の方

源泉徴収票の記載事項以外
に控除の追加がある

老齢年金・企業年金を受給 年金収入が155万円
（65歳未満は105万円）以上

遺族年金・障害年金のみを受給

－5－

【外国税額控除】

【配当控除】

【調整控除】

　住宅借入金等特別税額控除額が所得税で
引ききれない場合に市民税・県民税の所得
割額から一定の金額を限度として控除され
ます。（平成19年、20年の入居を除きます｡）

「居住年月日が平成26年4月1日以降」の控除額は、消費税8％で住宅を取得した場合であり、それ以外の場合は「居住年月日が平成26年3月31日以前」と同様です。

【住宅借入金等特別税額控除】 ※1　2,000円を超える金額に対して、市民税・県民税所得割額のおおむね２割を限度として、
 　 所得税と合わせて全額が控除されます。また、日本赤十字社や中央共同募金会等に、東
 　 日本大震災義援金として寄附した場合も同様の控除が受けられます。
※2　控除を受けるためには、別途「寄附金税額控除申告書(二)」の提出が必要です。

※1

①か②のいずれか少ない金額

前年分の所得税の住宅借入金等特別税額控除額のうち、所得税において控除しきれなかった額

居住年月日が平成26年３月31日以前 前年分の所得税の課税総所得金額等に５％（限度額97,500円）

居住年月日が平成26年４月１日以降 前年分の所得税の課税総所得金額等に７％（限度額136,500円）

①

②

　この申告書は、市民税・県民税を算出する基礎資料となり、課税証明書（非課税証明書）や納税証明書など、各種証明書の
発行に必要な資料となるだけでなく、申告の有無によって、国民健康保険税や介護保険料等の算定にも影響があります。下記
のフローチャートで「この申告書を提出」となった方は必ず申告をお願いします。なお、文中で使用する「平成29年中」
「平成29年分」とは、平成29年１月１日から平成29年12月31日までの期間をいいます。

市川市役所の庁舎移転に伴い、申告会場が下記の通りとなりますのでご注意ください！
詳しくは、同封の「平成30年度　市民税・県民税申告受付のご案内」をご覧ください。

◆受付日時　平成30年２月16日（金）～平成30年３月15日（木）　9：00～12：00・13：00～16：00

◆受付場所　勤労福祉センター４階　会議室

　　　　　　行徳支所２階　多目的ホール

◆給与所得控除の見直し

　　給与収入1,000万円以上の給与所得控除額が下表の通りと変更になりました。

  

◆セルフメディケーション推進のためのスイッチＯＴＣ薬控除（医療費控除の特例）の創設

　この控除は、健康の維持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組を行う個人が、平成29年１月１日以降に、スイッ

チＯＴＣ医薬品（要指導医薬品及び一般用医薬品のうち、医療用から転用された医薬品）を購入した際に、その購入費用に

ついて所得控除（医療費控除）を受けることができるものです。

　⑴　適用を受けられる方

　　　下記のいずれかの取組をされた方が対象となります。

　　①　保険者（健康保険組合、市町村国保等）が実施する各種健診や人間ドック、特定保健指導

　　②　市区町村が健康増進事業として実施するがん検診や健康診査

　　③　勤務先で実施する定期健康診断

　　④　予防接種（インフルエンザの予防接種等）

　⑵　対象となる医薬品

　　　購入の際の領収書等にセルフメディケーション税制の対象商品である旨が表示されています。

　　　具体的な品目一覧は、厚生労働省ホームページに掲載の「対象品目一覧」をご覧ください。

　⑶　控除額

　　　⑵の購入額の合計が12,000円を超える部分の金額を所得控除。（上限88,000円）

　⑷　注意事項

　申請にあたっては、以下の書類を添付し、申告書の医療費控除欄にある、「セルフメディケーション税制による特例の

医療費控除（上限88,000円）の適用を希望する」にチェックをお願いします。

　　　・⑴で記載された取組を実施したことがわかる書類

　　　　（氏名、取組を実施した年、保険者や事業所の名称または医療機関名が記されたもの）

　　　・セルフメディケーション税制の明細書（様式は同封されています）

　　　また、この控除は従来の医療費控除との選択適用であり、申請後の変更はできません。

◆医療費控除の申告時における「明細書」の添付義務化

領収書の提出が不要となり、明細書の提出へと変更となります。
　明細書の提出にあたっては、同封された「医療費控除の明細書」をご利用ください。

　なお、領収書は必要に応じて後日提示または提出していただく場合があるため、必ず５年間ご自宅で保存しておくようお

願いいたします。ただし、平成30年度から平成32年度までの申告については、医療費の領収書の添付または提示によること

もできます。

◆申告書の提出時は以下の書類を添付してください。（申告書に直接貼らないでください。）また、提出時に本人確認及び個人
番号（マイナンバー）の番号確認も実施しますので、申告書に記載のある「本人確認書類」及び「番号確認書類」のご提示
が必要となります。

　・平成29年中の給与や年金等の源泉徴収票
　・事業所得のある方は、平成29年中の収入及び必要経費のわかるもの
　・各種控除に必要な領収書、証明書
　　平成29年中に支払った国民健康保険税・国民年金保険料・介護保険料などの社会保険料、生命保険料、地震保険料、医療

費等
　・障害のわかる各種手帳または認定書等
　・印鑑（スタンプ式ではないもの）

※提出された資料はお返ししておりません。また、申告書の控えは発行しておりません。
　控えが必要な方は、提出前にコピーをご自身で用意してください。

◆郵送でのご申告をされる方で申告書受付書の返却を希望される方は、ご自身宛の返信用封筒（切手を必ず貼ってください）
を用意していただき、申告書郵送時に同封してください。

Ａ

年金収入のみ
Ｃ

給与・年金以外に20万円以下の何かしらの所得がある
Ｄ

給与収入と年金収入

の２種類のみ

Ｂ

勤務先から市川市に給与支払報告書
が提出されている
※提出の有無は勤務先へ確認

問い合わせ先

　　市民税・県民税の申告について不明な点は下記までお願いします。

　　市川市役所　市民税課

　　◆住　　所　〒272－8501　市川市南八幡2－20－2　仮本庁舎３階

　　◆電　　話　047（712）8660（直通）

　　◆受付時間　平日８時45分から17時15分まで

いいえ（下の Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄ へ）

以下のいずれかに該当する
・源泉徴収票の記載事項以外に控除の追加がある
・複数の源泉徴収票があり、２社目以降の給与収入が20万円を超えた
・給与収入が103万円を超えたが、年末調整をしていない

※平日のみの開催となります

給与収入額

10,000,000～11,999,999

12,000,000～

改　正　前

（給与収入額×0.95）－1,700,000

（給与収入額）－2,300,000

改　正　後

（給与収入額）－2,200,000

給与所得金額
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所得から差し引かれる金額

　※源泉徴収票・生命保険料控除証明書・各種証
　　明書は、申告書には貼らずにご持参ください。
　　郵送で申告する場合は返信用封筒に同封して
　　ください。

配偶者控除等を受ける方配偶者控除等を受ける方

◆配偶者欄に妻もしくは夫の氏名、生年月日、
　マイナンバー、同・別居、障害、前年中の
　収入等を記入もしくは○で囲んでください。
◆障害者に該当する場合は、等級のわかる各
　種手帳を提示してください。
　（郵送の場合、コピーでも可）

0円～380,000円
380,001円～449,999円
450,000円～499,999円
500,000円～549,999円
550,000円～599,999円
600,000円～649,999円
650,000円～699,999円
700,000円～749,999円
750,000円～759,999円

760,000円～　　

330,000円
330,000円
310,000円
260,000円
210,000円
160,000円
110,000円
60,000円
30,000円

0円

配偶者の合計所得　　控除額

配偶者控除

配　偶　者
特 別 控 除

市川市八幡1-1-1-101

市 川　◎ 郎 父

047-000-0000

1,000,000

父の援助以外は、預貯金と失業保険を生活費に充てていた。

✓

※前年中に所得のなかった方または扶養されている方は必ず記入してください。申告書裏面の記入例

所得から差し引かれる金額に関する事項の記入もれにご注意ください

0～1,700,000
700,001～1,299,999

1,300,000～4,099,999
4,100,000～7,699,999

　　7,700,000以上　　
0～1,200,000

1,200,001～3,299,999
3,300,000～4,099,999
4,100,000～7,699,999

7,700,000以上　　

受給者の年齢 雑所得の金額(円)公的年金等収入金額の合計額(円)A

0
Ａ　－　700,000

Ａ×0.75－　375,000
Ａ×0.85－　785,000
Ａ×0.95－1,555,000

0
Ａ　－1,200,000

Ａ×0.75－　375,000
Ａ×0.85－　785,000
Ａ×0.95－1,555,000

65歳未満の人

昭和28年１月２日
以後に生まれた人

65歳以上の人
昭和28年１月１日
以前に生まれた人

　　　　　　　　　　　0　　　　　　
　　　　　　Ａ－650,000　　　　　
　　　　　　　　969,000　　　　　　
　　　　　　　　970,000　　　　　　
　　　　　　　　972,000　　　　　　
　　　　　　　　974,000　　　　　　
　　　　　　　　Ｂ×2.4　 　　　　 
　　　　　　　　Ｂ×2.8－180,000
　　　　　　　　Ｂ×3.2－540,000
　　　　Ａ×0.9 －1,200,000
　　　　Ａ－2,200,000

0～1,650,999
651,000～1,618,999

1,619,000～1,619,999
1,620,000～1,621,999
1,622,000～1,623,999
1,624,000～1,627,999
1,628,000～1,799,999
1,800,000～3,599,999
3,600,000～6,599,999
6,600,000～9,999,999
10,000,000以上 　　　

収入金額（Ａ）(円) 給与所得控除後の給与等の金額(円)

A÷4＝B
千円未満の
端数切捨て（ ）

住所・氏名等欄の記入住所・氏名等欄の記入

会社に勤めていた方、アルバイト・パートの方(給与収入)会社に勤めていた方、アルバイト・パートの方(給与収入)

◆申告書を郵送した方は、あらかじめ、今年１月１日現在の住所、氏名、生年月日、世帯主が記載されています。申告する現在で、転居
　などで住所が違う場合は、新しい住所を現住所欄に記入してください。
◆アパートやマンション等にお住まいの方は、アパート名やマンション名と室番を記入してください。
◆現在の職業および連絡先の電話番号を記入してください。
◆世帯主との続柄は、世帯主からみた続柄を記入してください。
◆個人番号（マイナンバー）を記入してください。

◆給与収入の方で源泉徴収票をお持ちの方は、源泉徴収票の支払金額欄
　の金額を記入してください。
◆源泉徴収票等は、申告書には貼らずに一緒に同封してください。
　（コピーでも可）
◆給与収入の方で源泉徴収票をお持ちでない方は、申告書裏面の４給与
　所得の内訳に年収の内訳を記入してから、その合計を給与の欄に記入
　してください。
◆アルバイト、フリーター、パート、日雇い等の方で日給や時間給で賃
　金を受けた場合は、給与収入となりますので、同様に記入してくださ
　い。

年金・恩給による収入があった方(公的年金等収入)年金・恩給による収入があった方(公的年金等収入)

◆公的年金等を受給している方は、日本年金機構等からハガキで公的年
　金等の源泉徴収票が送られてきますので、そのハガキに記載されてい
　る支払金額を記入してください。
◆源泉徴収票等は、申告書には貼らずに一緒に同封してください。
　（コピーでも可）
◆遺族年金、障害年金、遺族恩給、増加恩給は非課税となりますので、
　申告書裏面の３前年中に所得のなかった方または扶養されている方等
　の記載欄のＣに年金の種類、受給額を記入してください。

自営業・不動産等で所得がなかった方自営業・不動産等で所得がなかった方

◆自営業、不動産業、配当収入、譲渡等の所得のある方は、税務署にて確定
　申告をしてください。
◆自営業、不動産業等で所得のない方は、申告書裏面の５事業（営業等・農
　業）所得・不動産所得の計算書欄（右の記入例）の内訳を記入してから、
　その合計金額等を収入・必要経費欄に記入してください。
◆所得の種類には該当するものを○で囲んでください。
　営業等：卸売業、小売業、製造業などの営業から生じた収入のほか、医師、
　　　　　外交員、大工、その他事業で農業以外から生じた収入の合計金額
　農　業：農産物の生産、果樹などの栽培などから生じた収入の合計金額
　不動産：家賃、地代など、不動産から生じた収入の合計金額
　利　子：日本国外に預けた公社債および預貯金の利子など
　配　当：株式や出資の配当、証券投資信託、公社債信託、貸付信託の分配
　　　　　金など
　総合譲渡：機械やゴルフ会員権、特許権、書画、貴金属などの資産の譲渡
　　　　　　から生じる収入の合計金額
　一　時：生命保険契約等に基づく一時金、損害保険契約等に基づく満期返
　　　　　戻金、遺失物拾得の報労金など
◆必要経費は、収入を得るために支出した金額で、所得の種類により、雇人
　費、地代、家賃、租税公課、商品の原価、農具などの減価償却費、飼料費、
　種苗肥料費、修繕費、借入金の利子などが必要経費に該当します。また、
　譲渡の場合は、取得費や譲渡に要した費用が該当します。
◆特別控除額は、総合譲渡所得と一時所得にそれぞれ50万円となります。
　（50万円未満の場合はその金額となります）

生命保険契約等の年金収入があった方(雑収入)生命保険契約等の年金収入があった方(雑収入)

◆生命保険契約に基づく年金、損害保険契約に基づく年金、職業としていない人の原稿料・印税、講演料、シルバー人材センターの配分
　金などがある場合、雑所得の「その他」欄に収入金額を記入してください。
◆収入・必要経費が分かる書類は、申告書には貼らずに一緒に同封してください。（コピーでも可）
◆必要経費は、生命保険契約等の掛金、原稿用紙代・資料代等となります。
◆シルバー人材センターの配分金は収入欄のみを記入してください。

○ 売 　 　 上

○売上原価（仕入）

①差益（○－○）

家 賃 収 入

地 代 収 入

権 利 金

更 新 料

駐 車 場 収 入

項 目 金 額 項 目 金 額

租 税 公 課

水 道 光 熱 費

損 害 保 険 料

修 繕 費

消 耗 品 費

減 価 償 却 費

地 代 家 賃

④専従者控除額

所得金額（①又は②－③－④）

円 円収

入

金

額

の

内

訳

必

要

経

費

の

内

訳

Ａ

Ａ Ｂ

Ｂ

5 事業(営業等・農業)所得・不動産所得の計算書

②　　計

③　　計

1,120,000 47,000

176,000

350,000

200,000

1,033,000

87,000

260,000

1,120,000

◆記入する際は、収入金額欄には②の金額、必要経費欄
　には③の金額をそれぞれ記入してください。

申告書の提出は 　　　月　　　 　  日までです3 153 153 15

※　　の控除は、領収書、証明書等がない場合は、受けることができません。

－4－－3－

◆Ａの欄で、扶養している方がア

パート等にお住まいの場合は、

アパート名等や室番を記入して

ください。

◆Ｂの欄は、現在お住まいの他の

市区町村に確認する場合があり

ますので、住所・電話等はなる

べく詳細に記入してください。

◆Ｄの欄は、受給開始の年月日と

現在の受給状況を必ず記入して

ください。

◆Ｆの欄は、できるだけ詳細に記

入してください。他の該当項目

とあわせて記入していただいて

も構いません。

②（旧制度）生命保険料・個人年金保険料

◆一般生命保険料控除・個人年金保険料控除について、新契約と旧契約の双方の契約があり、その控除の適用を受ける場合、
控除額は上記①及び②で計算した金額の合計額となります。ただし、限度額は28,000円となります。

◆地震保険料と旧長期損害保険料の両方がある場合＝地震保険料控除額＋旧長期損害保険料控除額（限度額25,000円）

配偶者の方と離別または死別した後、婚姻していない方等の場合に、下記の控除が受けられます。
寡　婦　控　除……ア：扶養親族または生計を一にする子がいる場合。
 イ：扶養親族がいない場合、夫と死別し、かつ合計所得が500万円以下であること。
特別寡婦控除……合計所得金額が500万円以下で、かつ扶養親族である子がいる場合。
寡　夫　控　除……合計所得金額が500万円以下で、かつ生計を一にする子がいる場合。
※生計を一にする子の所得は、総所得金額等が38万円以下であること。

控除額
支払った保険料の全額

（支払った保険料）×1/2＋7,500円

支払った保険料控除額

12,000円以下

70,000円超

15,000円以下
15,000円超～40,000円以下
40,000円超～70,000円以下32,000円超～56,000円以下

56,000円超

負担すべき国民健康保険税（料）、後期高齢者医療保険料・国民年金保険料、厚生年金保険料、介護保険料、または給与か
ら差し引かれた社会保険料の全額。
（介護保険料・後期高齢者医療保険料などが年金から差し引かれている場合は、対象は申告者本人の分に限ります。）
※国民年金保険料の控除は、国民年金保険料控除証明書等がない場合は控除できません。

小規模企業共済法に規定する共済契約の掛金、確定拠出年金法に規定する個人型の加入者掛金、心身障害者扶養共済制度
の掛金として支払った金額の全額。

社会保険料

控除

小規模企業共
済等掛金控除

一律　35,000円

一律　10,000円

5,000円以下
5,000円超～15,000円以下
15,000円超

支払った保険料の全額
（支払った保険料）×1/2＋2,500円

一律　28,000円

控除額

一律　25,000円

雑損控除

33万円

災害や盗難などで損害（補填金を除く）があれば受けられます。配偶者や他の親族が受けた損害は、その人の前年の
総所得金額等が38万円以下であることが必要です。　　詳しくはお問い合わせください。

配偶者特別
控除

障害者控除

扶養控除

基礎控除

勤労学生
控除

配偶者控除

寡婦（寡夫）
控除

医療費控除

平成29年中にあなたや、あなたと生計を一にする配偶者・その他の親族に、下記に該当する支払い等があれば受けられます。

医療費を一定の金額を超えて支払った場合に受けられます。　※セルフメディケーション税制については、「税制改正に関わる案内」を参照
次の算式で計算した金額のうち、200万円を限度として金額を差し引くことができます。
〔（支払った医療費の総額）－（保険等で補填される金額）〕－〔（10万円）か（総所得金額等×5%）を比較した金額のいずれか少ない方の金額〕
◆支払った医療費（ウ）、補填される金額（エ）を記入してください。
◆領収書は整理して、支払った合計金額も計算したうえで明細書を作成してください。

一律に受けられます。

26万円

控除額

支払った地震保険料
50,000円以下
50,000円超

支払った旧長期損害保険料

生命保険料
控除

下記のそれぞれの生命保険料等を支払った場合に受けられます。（限度額70,000円）
◆一般の生命保険料
生命保険料や簡易保険料を支払った場合に受けられます。支払額は、配当金を除いてください。
◆個人年金の保険料
生命保険料控除の対象となる個人年金保険料の支払いがある場合、上記とは別枠で控除されます。
◆介護医療保険料
生命保険料控除の対象となる入院・通院等に伴う給付部分にかかる保険料の支払がある場合、上記とは別枠で控除されます。

（支払った保険料）×1/2

支払った保険料の全額

12,000円超～32,000円以下

①（新制度）生命保険料・個人年金保険料・介護医療保険料

地震保険料
控除

（支払った保険料）×1/4＋17,500円
（支払った保険料）×1/2＋6,000円

支払った保険料

（支払った保険料）×1/4＋14,000円

◆地震保険料（限度額 25,000円）
住宅や生活に通常必要な家財を保険の目的とし、
地震等を原因とする損害による損失を補填する
損害保険契約の「地震等損害部分」の保険料。

◆旧長期損害保険料（限度額 10,000円）
平成18年12月末までに締結した長期損害保険契約

（保険期間が10年以上で満期返戻金有）の保険料。

あなたが前年12月31日現在学校に通学していれば受けられます。自己の就労に基づく給与所得等があり、
合計所得金額が65万円（給与収入で130万円）以下で勤労によらない所得（配当等）が10万円以下でなけ
れば受けられません。（郵送の場合は、学生証等のコピーで構いません。）

あなたと生計を一にする配偶者の前年中の所得が38万円超から76万円（給与収入で141万円）未満の場合に
受けられます。ただし、あなたの前年中の合計所得金額が1,000万円以下の場合に限ります。
※所得金額に応じた配偶者特別控除の金額は、３ページの表をご確認ください。

あなたと生計を一にする親族で、前年中の合計所得金額が38万円以下の場合に受けられます。
特 定 扶 養：年齢が19歳以上23歳未満の扶養親族（平成７年１月２日以降～平成11年１月１日以前生）
老 人 扶 養：年齢が70歳以上の扶養親族（昭和23年１月１日以前生）
同居老親等：上記の老人扶養親族のうち、あなたまたは配偶者の直系尊属（両親、祖父母など）で、
 あなたまたは配偶者のいずれかと同居している場合
一般の扶養：上記以外の16歳以上の扶養親族
◆扶養親族の氏名、続柄、生年月日、マイナンバー、同・別居、障害の有無、別居の場合の住所をご記入ください。
※年齢が16歳未満（平成14年１月２日以後に生まれた方）の年少扶養親族に対する扶養控除は廃止されま

したが、市民税・県民税の非課税限度額の算定等に用いるため、扶養親族欄にご記入ください。

あなたと生計を一にする配偶者の方で、前年中の合計所得金額が38万円（給与収入で103万円）以下の場合
に受けられます。なお、老人配偶者となるのは70歳以上（昭和23年１月１日以前生）の方です。

あなたやあなたの配偶者、その他の親族（配偶者控除を受ける人や扶養親族の方に限ります）が、障害
者や特別障害者である場合に記入してください。なお、等級のわかる各種手帳、または介護保険に係る
認定書等を提示してください。（郵送の場合は、手帳のコピーで構いません。）
あなたが該当する場合は、障害者控除欄に記入してください。また、扶養している人については、配偶
者控除・配偶者特別控除、扶養親族欄に記入してください。扶養親族又は控除対象配偶者の方が、同居
の特別障害の場合は控除額に23万円が加算されます。

寡婦・寡夫
　　26万円
特別寡婦
　　30万円

普通障害
　　26万円
特別障害
　　30万円

配偶者 33万円
老人配偶者 38万円

　3～33万円

特定扶養45万円
老人扶養38万円
同居老親等
　　　　45万円
一般の扶養
　　　　33万円

※新制度とは、平成24年１月
１日以後に締結した保険契約
に基づく計算方法をいい、旧
制度とは平成23年12月31日以
前に締結した保険契約に基づ
く計算方法をいいます。

申告書の記入例申告書の記入例
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5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

770,000 600,000

28,260

170,000

157,�10

����保険 ��保険�6,200

33,450

175,000

0

30,000

42,000

210,000 15,600

市川　��

56,000

3

市川　�郎

市川　�郎

八幡　◎

�

�

�の�

� � �

� � �

� � �

◎ ◎ ◎

326,300
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2,500,000

1,200,000

－2－

所得から差し引かれる金額

　※源泉徴収票・生命保険料控除証明書・各種証
　　明書は、申告書には貼らずにご持参ください。
　　郵送で申告する場合は返信用封筒に同封して
　　ください。

配偶者控除等を受ける方配偶者控除等を受ける方

◆配偶者欄に妻もしくは夫の氏名、生年月日、
　マイナンバー、同・別居、障害、前年中の
　収入等を記入もしくは○で囲んでください。
◆障害者に該当する場合は、等級のわかる各
　種手帳を提示してください。
　（郵送の場合、コピーでも可）

0円～380,000円
380,001円～449,999円
450,000円～499,999円
500,000円～549,999円
550,000円～599,999円
600,000円～649,999円
650,000円～699,999円
700,000円～749,999円
750,000円～759,999円

760,000円～　　

330,000円
330,000円
310,000円
260,000円
210,000円
160,000円
110,000円
60,000円
30,000円

0円

配偶者の合計所得　　控除額

配偶者控除

配　偶　者
特 別 控 除

市川市八幡1-1-1-101

市 川　◎ 郎 父

047-000-0000

1,000,000

父の援助以外は、預貯金と失業保険を生活費に充てていた。

✓

※前年中に所得のなかった方または扶養されている方は必ず記入してください。申告書裏面の記入例

所得から差し引かれる金額に関する事項の記入もれにご注意ください

0～1,700,000
700,001～1,299,999

1,300,000～4,099,999
4,100,000～7,699,999
　　7,700,000以上　　

0～1,200,000
1,200,001～3,299,999
3,300,000～4,099,999
4,100,000～7,699,999

7,700,000以上　　

受給者の年齢 雑所得の金額(円)公的年金等収入金額の合計額(円)A

0
Ａ　－　700,000

Ａ×0.75－　375,000
Ａ×0.85－　785,000
Ａ×0.95－1,555,000

0
Ａ　－1,200,000

Ａ×0.75－　375,000
Ａ×0.85－　785,000
Ａ×0.95－1,555,000

65歳未満の人

昭和28年１月２日
以後に生まれた人

65歳以上の人
昭和28年１月１日
以前に生まれた人

　　　　　　　　　　　0　　　　　　
　　　　　　Ａ－650,000　　　　　
　　　　　　　　969,000　　　　　　
　　　　　　　　970,000　　　　　　
　　　　　　　　972,000　　　　　　
　　　　　　　　974,000　　　　　　
　　　　　　　　Ｂ×2.4　 　　　　 
　　　　　　　　Ｂ×2.8－180,000
　　　　　　　　Ｂ×3.2－540,000
　　　　Ａ×0.9 －1,200,000
　　　　Ａ－2,200,000

0～1,650,999
651,000～1,618,999

1,619,000～1,619,999
1,620,000～1,621,999
1,622,000～1,623,999
1,624,000～1,627,999
1,628,000～1,799,999
1,800,000～3,599,999
3,600,000～6,599,999
6,600,000～9,999,999
10,000,000以上 　　　

収入金額（Ａ）(円) 給与所得控除後の給与等の金額(円)

A÷4＝B
千円未満の
端数切捨て（ ）

住所・氏名等欄の記入住所・氏名等欄の記入

会社に勤めていた方、アルバイト・パートの方(給与収入)会社に勤めていた方、アルバイト・パートの方(給与収入)

◆申告書を郵送した方は、あらかじめ、今年１月１日現在の住所、氏名、生年月日、世帯主が記載されています。申告する現在で、転居
　などで住所が違う場合は、新しい住所を現住所欄に記入してください。
◆アパートやマンション等にお住まいの方は、アパート名やマンション名と室番を記入してください。
◆現在の職業および連絡先の電話番号を記入してください。
◆世帯主との続柄は、世帯主からみた続柄を記入してください。
◆個人番号（マイナンバー）を記入してください。

◆給与収入の方で源泉徴収票をお持ちの方は、源泉徴収票の支払金額欄
　の金額を記入してください。
◆源泉徴収票等は、申告書には貼らずに一緒に同封してください。
　（コピーでも可）
◆給与収入の方で源泉徴収票をお持ちでない方は、申告書裏面の４給与
　所得の内訳に年収の内訳を記入してから、その合計を給与の欄に記入
　してください。
◆アルバイト、フリーター、パート、日雇い等の方で日給や時間給で賃
　金を受けた場合は、給与収入となりますので、同様に記入してくださ
　い。

年金・恩給による収入があった方(公的年金等収入)年金・恩給による収入があった方(公的年金等収入)

◆公的年金等を受給している方は、日本年金機構等からハガキで公的年
　金等の源泉徴収票が送られてきますので、そのハガキに記載されてい
　る支払金額を記入してください。
◆源泉徴収票等は、申告書には貼らずに一緒に同封してください。
　（コピーでも可）
◆遺族年金、障害年金、遺族恩給、増加恩給は非課税となりますので、
　申告書裏面の３前年中に所得のなかった方または扶養されている方等
　の記載欄のＣに年金の種類、受給額を記入してください。

自営業・不動産等で所得がなかった方自営業・不動産等で所得がなかった方

◆自営業、不動産業、配当収入、譲渡等の所得のある方は、税務署にて確定
　申告をしてください。
◆自営業、不動産業等で所得のない方は、申告書裏面の５事業（営業等・農
　業）所得・不動産所得の計算書欄（右の記入例）の内訳を記入してから、
　その合計金額等を収入・必要経費欄に記入してください。
◆所得の種類には該当するものを○で囲んでください。
　営業等：卸売業、小売業、製造業などの営業から生じた収入のほか、医師、
　　　　　外交員、大工、その他事業で農業以外から生じた収入の合計金額
　農　業：農産物の生産、果樹などの栽培などから生じた収入の合計金額
　不動産：家賃、地代など、不動産から生じた収入の合計金額
　利　子：日本国外に預けた公社債および預貯金の利子など
　配　当：株式や出資の配当、証券投資信託、公社債信託、貸付信託の分配
　　　　　金など
　総合譲渡：機械やゴルフ会員権、特許権、書画、貴金属などの資産の譲渡
　　　　　　から生じる収入の合計金額
　一　時：生命保険契約等に基づく一時金、損害保険契約等に基づく満期返
　　　　　戻金、遺失物拾得の報労金など
◆必要経費は、収入を得るために支出した金額で、所得の種類により、雇人
　費、地代、家賃、租税公課、商品の原価、農具などの減価償却費、飼料費、
　種苗肥料費、修繕費、借入金の利子などが必要経費に該当します。また、
　譲渡の場合は、取得費や譲渡に要した費用が該当します。
◆特別控除額は、総合譲渡所得と一時所得にそれぞれ50万円となります。
　（50万円未満の場合はその金額となります）

生命保険契約等の年金収入があった方(雑収入)生命保険契約等の年金収入があった方(雑収入)

◆生命保険契約に基づく年金、損害保険契約に基づく年金、職業としていない人の原稿料・印税、講演料、シルバー人材センターの配分
　金などがある場合、雑所得の「その他」欄に収入金額を記入してください。
◆収入・必要経費が分かる書類は、申告書には貼らずに一緒に同封してください。（コピーでも可）
◆必要経費は、生命保険契約等の掛金、原稿用紙代・資料代等となります。
◆シルバー人材センターの配分金は収入欄のみを記入してください。

○ 売 　 　 上

○売上原価（仕入）

①差益（○－○）

家 賃 収 入

地 代 収 入

権 利 金

更 新 料

駐 車 場 収 入

項 目 金 額 項 目 金 額

租 税 公 課

水 道 光 熱 費

損 害 保 険 料

修 繕 費

消 耗 品 費

減 価 償 却 費

地 代 家 賃

④専従者控除額

所得金額（①又は②－③－④）

円 円収

入

金

額

の

内

訳

必

要

経

費

の

内

訳

Ａ

Ａ Ｂ

Ｂ

5 事業(営業等・農業)所得・不動産所得の計算書

②　　計

③　　計

1,120,000 47,000

176,000

350,000

200,000

1,033,000

87,000

260,000

1,120,000

◆記入する際は、収入金額欄には②の金額、必要経費欄
　には③の金額をそれぞれ記入してください。

申告書の提出は 　　　月　　　 　  日までです3 153 153 15

※　　の控除は、領収書、証明書等がない場合は、受けることができません。

－4－－3－

◆Ａの欄で、扶養している方がア

パート等にお住まいの場合は、

アパート名等や室番を記入して

ください。

◆Ｂの欄は、現在お住まいの他の

市区町村に確認する場合があり

ますので、住所・電話等はなる

べく詳細に記入してください。

◆Ｄの欄は、受給開始の年月日と

現在の受給状況を必ず記入して

ください。

◆Ｆの欄は、できるだけ詳細に記

入してください。他の該当項目

とあわせて記入していただいて

も構いません。

②（旧制度）生命保険料・個人年金保険料

◆一般生命保険料控除・個人年金保険料控除について、新契約と旧契約の双方の契約があり、その控除の適用を受ける場合、
控除額は上記①及び②で計算した金額の合計額となります。ただし、限度額は28,000円となります。

◆地震保険料と旧長期損害保険料の両方がある場合＝地震保険料控除額＋旧長期損害保険料控除額（限度額25,000円）

配偶者の方と離別または死別した後、婚姻していない方等の場合に、下記の控除が受けられます。
寡　婦　控　除……ア：扶養親族または生計を一にする子がいる場合。
 イ：扶養親族がいない場合、夫と死別し、かつ合計所得が500万円以下であること。
特別寡婦控除……合計所得金額が500万円以下で、かつ扶養親族である子がいる場合。
寡　夫　控　除……合計所得金額が500万円以下で、かつ生計を一にする子がいる場合。
※生計を一にする子の所得は、総所得金額等が38万円以下であること。

控除額
支払った保険料の全額

（支払った保険料）×1/2＋7,500円

支払った保険料控除額

12,000円以下

70,000円超

15,000円以下
15,000円超～40,000円以下
40,000円超～70,000円以下32,000円超～56,000円以下

56,000円超

負担すべき国民健康保険税（料）、後期高齢者医療保険料・国民年金保険料、厚生年金保険料、介護保険料、または給与か
ら差し引かれた社会保険料の全額。
（介護保険料・後期高齢者医療保険料などが年金から差し引かれている場合は、対象は申告者本人の分に限ります。）
※国民年金保険料の控除は、国民年金保険料控除証明書等がない場合は控除できません。

小規模企業共済法に規定する共済契約の掛金、確定拠出年金法に規定する個人型の加入者掛金、心身障害者扶養共済制度
の掛金として支払った金額の全額。

社会保険料

控除

小規模企業共
済等掛金控除

一律　35,000円

一律　10,000円

5,000円以下
5,000円超～15,000円以下
15,000円超

支払った保険料の全額
（支払った保険料）×1/2＋2,500円

一律　28,000円

控除額

一律　25,000円

雑損控除

33万円

災害や盗難などで損害（補填金を除く）があれば受けられます。配偶者や他の親族が受けた損害は、その人の前年の
総所得金額等が38万円以下であることが必要です。　　詳しくはお問い合わせください。

配偶者特別
控除

障害者控除

扶養控除

基礎控除

勤労学生
控除

配偶者控除

寡婦（寡夫）
控除

医療費控除

平成29年中にあなたや、あなたと生計を一にする配偶者・その他の親族に、下記に該当する支払い等があれば受けられます。

医療費を一定の金額を超えて支払った場合に受けられます。　※セルフメディケーション税制については、「税制改正に関わる案内」を参照
次の算式で計算した金額のうち、200万円を限度として金額を差し引くことができます。
〔（支払った医療費の総額）－（保険等で補填される金額）〕－〔（10万円）か（総所得金額等×5%）を比較した金額のいずれか少ない方の金額〕
◆支払った医療費（ウ）、補填される金額（エ）を記入してください。
◆領収書は整理して、支払った合計金額も計算したうえで明細書を作成してください。

一律に受けられます。

26万円

控除額

支払った地震保険料
50,000円以下
50,000円超

支払った旧長期損害保険料

生命保険料
控除

下記のそれぞれの生命保険料等を支払った場合に受けられます。（限度額70,000円）
◆一般の生命保険料
生命保険料や簡易保険料を支払った場合に受けられます。支払額は、配当金を除いてください。
◆個人年金の保険料
生命保険料控除の対象となる個人年金保険料の支払いがある場合、上記とは別枠で控除されます。
◆介護医療保険料
生命保険料控除の対象となる入院・通院等に伴う給付部分にかかる保険料の支払がある場合、上記とは別枠で控除されます。

（支払った保険料）×1/2

支払った保険料の全額

12,000円超～32,000円以下

①（新制度）生命保険料・個人年金保険料・介護医療保険料

地震保険料
控除

（支払った保険料）×1/4＋17,500円
（支払った保険料）×1/2＋6,000円

支払った保険料

（支払った保険料）×1/4＋14,000円

◆地震保険料（限度額 25,000円）
住宅や生活に通常必要な家財を保険の目的とし、
地震等を原因とする損害による損失を補填する
損害保険契約の「地震等損害部分」の保険料。

◆旧長期損害保険料（限度額 10,000円）
平成18年12月末までに締結した長期損害保険契約

（保険期間が10年以上で満期返戻金有）の保険料。

あなたが前年12月31日現在学校に通学していれば受けられます。自己の就労に基づく給与所得等があり、
合計所得金額が65万円（給与収入で130万円）以下で勤労によらない所得（配当等）が10万円以下でなけ
れば受けられません。（郵送の場合は、学生証等のコピーで構いません。）

あなたと生計を一にする配偶者の前年中の所得が38万円超から76万円（給与収入で141万円）未満の場合に
受けられます。ただし、あなたの前年中の合計所得金額が1,000万円以下の場合に限ります。
※所得金額に応じた配偶者特別控除の金額は、３ページの表をご確認ください。

あなたと生計を一にする親族で、前年中の合計所得金額が38万円以下の場合に受けられます。
特 定 扶 養：年齢が19歳以上23歳未満の扶養親族（平成７年１月２日以降～平成11年１月１日以前生）
老 人 扶 養：年齢が70歳以上の扶養親族（昭和23年１月１日以前生）
同居老親等：上記の老人扶養親族のうち、あなたまたは配偶者の直系尊属（両親、祖父母など）で、
 あなたまたは配偶者のいずれかと同居している場合
一般の扶養：上記以外の16歳以上の扶養親族
◆扶養親族の氏名、続柄、生年月日、マイナンバー、同・別居、障害の有無、別居の場合の住所をご記入ください。
※年齢が16歳未満（平成14年１月２日以後に生まれた方）の年少扶養親族に対する扶養控除は廃止されま

したが、市民税・県民税の非課税限度額の算定等に用いるため、扶養親族欄にご記入ください。

あなたと生計を一にする配偶者の方で、前年中の合計所得金額が38万円（給与収入で103万円）以下の場合
に受けられます。なお、老人配偶者となるのは70歳以上（昭和23年１月１日以前生）の方です。

あなたやあなたの配偶者、その他の親族（配偶者控除を受ける人や扶養親族の方に限ります）が、障害
者や特別障害者である場合に記入してください。なお、等級のわかる各種手帳、または介護保険に係る
認定書等を提示してください。（郵送の場合は、手帳のコピーで構いません。）
あなたが該当する場合は、障害者控除欄に記入してください。また、扶養している人については、配偶
者控除・配偶者特別控除、扶養親族欄に記入してください。扶養親族又は控除対象配偶者の方が、同居
の特別障害の場合は控除額に23万円が加算されます。

寡婦・寡夫
　　26万円
特別寡婦
　　30万円

普通障害
　　26万円
特別障害
　　30万円

配偶者 33万円
老人配偶者 38万円

　3～33万円

特定扶養45万円
老人扶養38万円
同居老親等
　　　　45万円
一般の扶養
　　　　33万円

※新制度とは、平成24年１月
１日以後に締結した保険契約
に基づく計算方法をいい、旧
制度とは平成23年12月31日以
前に締結した保険契約に基づ
く計算方法をいいます。

申告書の記入例申告書の記入例
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1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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770,000 600,000
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170,000
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◎ ◎ ◎

326,300

� 1

�-1

2,500,000

1,200,000

－2－

所得から差し引かれる金額

　※源泉徴収票・生命保険料控除証明書・各種証
　　明書は、申告書には貼らずにご持参ください。
　　郵送で申告する場合は返信用封筒に同封して
　　ください。

配偶者控除等を受ける方配偶者控除等を受ける方

◆配偶者欄に妻もしくは夫の氏名、生年月日、
　マイナンバー、同・別居、障害、前年中の
　収入等を記入もしくは○で囲んでください。
◆障害者に該当する場合は、等級のわかる各
　種手帳を提示してください。
　（郵送の場合、コピーでも可）

0円～380,000円
380,001円～449,999円
450,000円～499,999円
500,000円～549,999円
550,000円～599,999円
600,000円～649,999円
650,000円～699,999円
700,000円～749,999円
750,000円～759,999円

760,000円～　　

330,000円
330,000円
310,000円
260,000円
210,000円
160,000円
110,000円
60,000円
30,000円

0円

配偶者の合計所得　　控除額

配偶者控除

配　偶　者
特 別 控 除

市川市八幡1-1-1-101

市 川　◎ 郎 父

047-000-0000

1,000,000

父の援助以外は、預貯金と失業保険を生活費に充てていた。

✓

※前年中に所得のなかった方または扶養されている方は必ず記入してください。申告書裏面の記入例

所得から差し引かれる金額に関する事項の記入もれにご注意ください

0～1,700,000
700,001～1,299,999

1,300,000～4,099,999
4,100,000～7,699,999

　　7,700,000以上　　
0～1,200,000

1,200,001～3,299,999
3,300,000～4,099,999
4,100,000～7,699,999

7,700,000以上　　

受給者の年齢 雑所得の金額(円)公的年金等収入金額の合計額(円)A

0
Ａ　－　700,000

Ａ×0.75－　375,000
Ａ×0.85－　785,000
Ａ×0.95－1,555,000

0
Ａ　－1,200,000

Ａ×0.75－　375,000
Ａ×0.85－　785,000
Ａ×0.95－1,555,000

65歳未満の人

昭和28年１月２日
以後に生まれた人

65歳以上の人
昭和28年１月１日
以前に生まれた人

　　　　　　　　　　　0　　　　　　
　　　　　　Ａ－650,000　　　　　
　　　　　　　　969,000　　　　　　
　　　　　　　　970,000　　　　　　
　　　　　　　　972,000　　　　　　
　　　　　　　　974,000　　　　　　
　　　　　　　　Ｂ×2.4　 　　　　 
　　　　　　　　Ｂ×2.8－180,000
　　　　　　　　Ｂ×3.2－540,000
　　　　Ａ×0.9 －1,200,000
　　　　Ａ－2,200,000

0～1,650,999
651,000～1,618,999

1,619,000～1,619,999
1,620,000～1,621,999
1,622,000～1,623,999
1,624,000～1,627,999
1,628,000～1,799,999
1,800,000～3,599,999
3,600,000～6,599,999
6,600,000～9,999,999
10,000,000以上 　　　

収入金額（Ａ）(円) 給与所得控除後の給与等の金額(円)

A÷4＝B
千円未満の
端数切捨て（ ）

住所・氏名等欄の記入住所・氏名等欄の記入

会社に勤めていた方、アルバイト・パートの方(給与収入)会社に勤めていた方、アルバイト・パートの方(給与収入)

◆申告書を郵送した方は、あらかじめ、今年１月１日現在の住所、氏名、生年月日、世帯主が記載されています。申告する現在で、転居
　などで住所が違う場合は、新しい住所を現住所欄に記入してください。
◆アパートやマンション等にお住まいの方は、アパート名やマンション名と室番を記入してください。
◆現在の職業および連絡先の電話番号を記入してください。
◆世帯主との続柄は、世帯主からみた続柄を記入してください。
◆個人番号（マイナンバー）を記入してください。

◆給与収入の方で源泉徴収票をお持ちの方は、源泉徴収票の支払金額欄
　の金額を記入してください。
◆源泉徴収票等は、申告書には貼らずに一緒に同封してください。
　（コピーでも可）
◆給与収入の方で源泉徴収票をお持ちでない方は、申告書裏面の４給与
　所得の内訳に年収の内訳を記入してから、その合計を給与の欄に記入
　してください。
◆アルバイト、フリーター、パート、日雇い等の方で日給や時間給で賃
　金を受けた場合は、給与収入となりますので、同様に記入してくださ
　い。

年金・恩給による収入があった方(公的年金等収入)年金・恩給による収入があった方(公的年金等収入)

◆公的年金等を受給している方は、日本年金機構等からハガキで公的年
　金等の源泉徴収票が送られてきますので、そのハガキに記載されてい
　る支払金額を記入してください。
◆源泉徴収票等は、申告書には貼らずに一緒に同封してください。
　（コピーでも可）
◆遺族年金、障害年金、遺族恩給、増加恩給は非課税となりますので、
　申告書裏面の３前年中に所得のなかった方または扶養されている方等
　の記載欄のＣに年金の種類、受給額を記入してください。

自営業・不動産等で所得がなかった方自営業・不動産等で所得がなかった方

◆自営業、不動産業、配当収入、譲渡等の所得のある方は、税務署にて確定
　申告をしてください。
◆自営業、不動産業等で所得のない方は、申告書裏面の５事業（営業等・農
　業）所得・不動産所得の計算書欄（右の記入例）の内訳を記入してから、
　その合計金額等を収入・必要経費欄に記入してください。
◆所得の種類には該当するものを○で囲んでください。
　営業等：卸売業、小売業、製造業などの営業から生じた収入のほか、医師、
　　　　　外交員、大工、その他事業で農業以外から生じた収入の合計金額
　農　業：農産物の生産、果樹などの栽培などから生じた収入の合計金額
　不動産：家賃、地代など、不動産から生じた収入の合計金額
　利　子：日本国外に預けた公社債および預貯金の利子など
　配　当：株式や出資の配当、証券投資信託、公社債信託、貸付信託の分配
　　　　　金など
　総合譲渡：機械やゴルフ会員権、特許権、書画、貴金属などの資産の譲渡
　　　　　　から生じる収入の合計金額
　一　時：生命保険契約等に基づく一時金、損害保険契約等に基づく満期返
　　　　　戻金、遺失物拾得の報労金など
◆必要経費は、収入を得るために支出した金額で、所得の種類により、雇人
　費、地代、家賃、租税公課、商品の原価、農具などの減価償却費、飼料費、
　種苗肥料費、修繕費、借入金の利子などが必要経費に該当します。また、
　譲渡の場合は、取得費や譲渡に要した費用が該当します。
◆特別控除額は、総合譲渡所得と一時所得にそれぞれ50万円となります。
　（50万円未満の場合はその金額となります）

生命保険契約等の年金収入があった方(雑収入)生命保険契約等の年金収入があった方(雑収入)

◆生命保険契約に基づく年金、損害保険契約に基づく年金、職業としていない人の原稿料・印税、講演料、シルバー人材センターの配分
　金などがある場合、雑所得の「その他」欄に収入金額を記入してください。
◆収入・必要経費が分かる書類は、申告書には貼らずに一緒に同封してください。（コピーでも可）
◆必要経費は、生命保険契約等の掛金、原稿用紙代・資料代等となります。
◆シルバー人材センターの配分金は収入欄のみを記入してください。

○ 売 　 　 上

○売上原価（仕入）

①差益（○－○）

家 賃 収 入

地 代 収 入

権 利 金

更 新 料

駐 車 場 収 入

項 目 金 額 項 目 金 額

租 税 公 課

水 道 光 熱 費

損 害 保 険 料

修 繕 費

消 耗 品 費

減 価 償 却 費

地 代 家 賃

④専従者控除額

所得金額（①又は②－③－④）

円 円収

入

金

額

の

内

訳

必

要

経

費

の

内

訳

Ａ

Ａ Ｂ

Ｂ

5 事業(営業等・農業)所得・不動産所得の計算書

②　　計

③　　計

1,120,000 47,000

176,000

350,000

200,000

1,033,000

87,000

260,000

1,120,000

◆記入する際は、収入金額欄には②の金額、必要経費欄
　には③の金額をそれぞれ記入してください。

申告書の提出は 　　　月　　　 　  日までです3 153 153 15

※　　の控除は、領収書、証明書等がない場合は、受けることができません。

－4－－3－

◆Ａの欄で、扶養している方がア

パート等にお住まいの場合は、

アパート名等や室番を記入して

ください。

◆Ｂの欄は、現在お住まいの他の

市区町村に確認する場合があり

ますので、住所・電話等はなる

べく詳細に記入してください。

◆Ｄの欄は、受給開始の年月日と

現在の受給状況を必ず記入して

ください。

◆Ｆの欄は、できるだけ詳細に記

入してください。他の該当項目

とあわせて記入していただいて

も構いません。

②（旧制度）生命保険料・個人年金保険料

◆一般生命保険料控除・個人年金保険料控除について、新契約と旧契約の双方の契約があり、その控除の適用を受ける場合、
控除額は上記①及び②で計算した金額の合計額となります。ただし、限度額は28,000円となります。

◆地震保険料と旧長期損害保険料の両方がある場合＝地震保険料控除額＋旧長期損害保険料控除額（限度額25,000円）

配偶者の方と離別または死別した後、婚姻していない方等の場合に、下記の控除が受けられます。
寡　婦　控　除……ア：扶養親族または生計を一にする子がいる場合。
 イ：扶養親族がいない場合、夫と死別し、かつ合計所得が500万円以下であること。
特別寡婦控除……合計所得金額が500万円以下で、かつ扶養親族である子がいる場合。
寡　夫　控　除……合計所得金額が500万円以下で、かつ生計を一にする子がいる場合。
※生計を一にする子の所得は、総所得金額等が38万円以下であること。

控除額
支払った保険料の全額

（支払った保険料）×1/2＋7,500円

支払った保険料控除額

12,000円以下

70,000円超

15,000円以下
15,000円超～40,000円以下
40,000円超～70,000円以下32,000円超～56,000円以下

56,000円超

負担すべき国民健康保険税（料）、後期高齢者医療保険料・国民年金保険料、厚生年金保険料、介護保険料、または給与か
ら差し引かれた社会保険料の全額。
（介護保険料・後期高齢者医療保険料などが年金から差し引かれている場合は、対象は申告者本人の分に限ります。）
※国民年金保険料の控除は、国民年金保険料控除証明書等がない場合は控除できません。

小規模企業共済法に規定する共済契約の掛金、確定拠出年金法に規定する個人型の加入者掛金、心身障害者扶養共済制度
の掛金として支払った金額の全額。

社会保険料

控除

小規模企業共
済等掛金控除

一律　35,000円

一律　10,000円

5,000円以下
5,000円超～15,000円以下
15,000円超

支払った保険料の全額
（支払った保険料）×1/2＋2,500円

一律　28,000円

控除額

一律　25,000円

雑損控除

33万円

災害や盗難などで損害（補填金を除く）があれば受けられます。配偶者や他の親族が受けた損害は、その人の前年の
総所得金額等が38万円以下であることが必要です。　　詳しくはお問い合わせください。

配偶者特別
控除

障害者控除

扶養控除

基礎控除

勤労学生
控除

配偶者控除

寡婦（寡夫）
控除

医療費控除

平成29年中にあなたや、あなたと生計を一にする配偶者・その他の親族に、下記に該当する支払い等があれば受けられます。

医療費を一定の金額を超えて支払った場合に受けられます。　※セルフメディケーション税制については、「税制改正に関わる案内」を参照
次の算式で計算した金額のうち、200万円を限度として金額を差し引くことができます。
〔（支払った医療費の総額）－（保険等で補填される金額）〕－〔（10万円）か（総所得金額等×5%）を比較した金額のいずれか少ない方の金額〕
◆支払った医療費（ウ）、補填される金額（エ）を記入してください。
◆領収書は整理して、支払った合計金額も計算したうえで明細書を作成してください。

一律に受けられます。

26万円

控除額

支払った地震保険料
50,000円以下
50,000円超

支払った旧長期損害保険料

生命保険料
控除

下記のそれぞれの生命保険料等を支払った場合に受けられます。（限度額70,000円）
◆一般の生命保険料
生命保険料や簡易保険料を支払った場合に受けられます。支払額は、配当金を除いてください。
◆個人年金の保険料
生命保険料控除の対象となる個人年金保険料の支払いがある場合、上記とは別枠で控除されます。
◆介護医療保険料
生命保険料控除の対象となる入院・通院等に伴う給付部分にかかる保険料の支払がある場合、上記とは別枠で控除されます。

（支払った保険料）×1/2

支払った保険料の全額

12,000円超～32,000円以下

①（新制度）生命保険料・個人年金保険料・介護医療保険料

地震保険料
控除

（支払った保険料）×1/4＋17,500円
（支払った保険料）×1/2＋6,000円

支払った保険料

（支払った保険料）×1/4＋14,000円

◆地震保険料（限度額 25,000円）
住宅や生活に通常必要な家財を保険の目的とし、
地震等を原因とする損害による損失を補填する
損害保険契約の「地震等損害部分」の保険料。

◆旧長期損害保険料（限度額 10,000円）
平成18年12月末までに締結した長期損害保険契約
（保険期間が10年以上で満期返戻金有）の保険料。

あなたが前年12月31日現在学校に通学していれば受けられます。自己の就労に基づく給与所得等があり、
合計所得金額が65万円（給与収入で130万円）以下で勤労によらない所得（配当等）が10万円以下でなけ
れば受けられません。（郵送の場合は、学生証等のコピーで構いません。）

あなたと生計を一にする配偶者の前年中の所得が38万円超から76万円（給与収入で141万円）未満の場合に
受けられます。ただし、あなたの前年中の合計所得金額が1,000万円以下の場合に限ります。
※所得金額に応じた配偶者特別控除の金額は、３ページの表をご確認ください。

あなたと生計を一にする親族で、前年中の合計所得金額が38万円以下の場合に受けられます。
特 定 扶 養：年齢が19歳以上23歳未満の扶養親族（平成７年１月２日以降～平成11年１月１日以前生）
老 人 扶 養：年齢が70歳以上の扶養親族（昭和23年１月１日以前生）
同居老親等：上記の老人扶養親族のうち、あなたまたは配偶者の直系尊属（両親、祖父母など）で、
 あなたまたは配偶者のいずれかと同居している場合
一般の扶養：上記以外の16歳以上の扶養親族
◆扶養親族の氏名、続柄、生年月日、マイナンバー、同・別居、障害の有無、別居の場合の住所をご記入ください。
※年齢が16歳未満（平成14年１月２日以後に生まれた方）の年少扶養親族に対する扶養控除は廃止されま

したが、市民税・県民税の非課税限度額の算定等に用いるため、扶養親族欄にご記入ください。

あなたと生計を一にする配偶者の方で、前年中の合計所得金額が38万円（給与収入で103万円）以下の場合
に受けられます。なお、老人配偶者となるのは70歳以上（昭和23年１月１日以前生）の方です。

あなたやあなたの配偶者、その他の親族（配偶者控除を受ける人や扶養親族の方に限ります）が、障害
者や特別障害者である場合に記入してください。なお、等級のわかる各種手帳、または介護保険に係る
認定書等を提示してください。（郵送の場合は、手帳のコピーで構いません。）
あなたが該当する場合は、障害者控除欄に記入してください。また、扶養している人については、配偶
者控除・配偶者特別控除、扶養親族欄に記入してください。扶養親族又は控除対象配偶者の方が、同居
の特別障害の場合は控除額に23万円が加算されます。

寡婦・寡夫
　　26万円
特別寡婦
　　30万円

普通障害
　　26万円
特別障害
　　30万円

配偶者 33万円
老人配偶者 38万円

　3～33万円

特定扶養45万円
老人扶養38万円
同居老親等
　　　　45万円
一般の扶養
　　　　33万円

※新制度とは、平成24年１月
１日以後に締結した保険契約
に基づく計算方法をいい、旧
制度とは平成23年12月31日以
前に締結した保険契約に基づ
く計算方法をいいます。

申告書の記入例申告書の記入例



この記載内容は、平成29年度の地方税法等に基づき作成しております。
地方税法等が改正された場合は、改正内容に従って計算されます。

　国外で納付した外国所得税額があるときは
一定の金額を限度として、外国所得税額を差
し引くことができます。税額計算の結果、所
得税で控除しきれない時に、県民税の所得割
額、市民税の所得割額へと順次控除されます。
　詳しくは、税務署にお問い合わせください。

配当所得
の種類

配当控除の率
（カッコ内は、課税所得金額1,000万円以上）

市 民 税 　 　 県 民 税

配当所得・一　般

配当所得・証　券

配当所得・外貨建

1.6％(0.8％)

0.8％(0.4％)

0.4％(0.2％)

1.2％(0.6％)

0.6％(0.3％)

0.3％(0.15％)

◆県民税の税率
　一律 ４％ の税率を課税標準額に乗じます

◆市民税の税率
　一律 ６％ の税率を課税標準額に乗じます

◆均等割 市　民　税 3,500円

所得割と上記の均等割を加えます

◆均等割 県　民　税 1,500円

所得割と上記の均等割を加えます

◆所得税の確定申告についての問い合わせ先

市川税務署 〒272-8573　市川市北方1-11-10
電話　047（335）4101
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◆普通徴収分（ご自分で年４回で納める方法）の市民税・県民税納税通知書は、６月中旬頃にお送りします。
　なお、均等割・所得割ともに非課税の方には、市民税・県民税納税通知書はお送りしませんので、あらかじめご了承く
　ださい。
◆３月15日の期限までにご申告されませんと市民税・県民税納税通知書の発行が遅れたり、課税証明書を発行できない場
　合がありますのでご注意ください。

◆税額控除

◆市民税・県民税の計算方法

　税源移譲により生じる所得税と市民税・県民税の人的控除額の差に基づく税負担の増加
を調整するために市民税・県民税所得割額から下記の算式で計算された金額を控除します。

課税標準額

200万円以下

200万円超

調 整 控 除 額 の 計 算 式
次の①、②のいずれか少ない金額の５％〔市３％・県２％〕
①人的控除額の差額の合計額　②市民税・県民税の課税標準額

［人的控除額の差額の合計額－（課税標準額－200万円）］×５％〔市３％・県２％〕
ただし、上記計算式の［ ］内の金額が50,000円以下の場合は50,000円とする。

【寄附金税額控除】

　

　次の①～④の団体に寄附をした場合、寄附金の額（総所得金額等の30％を上限とし
ます。）から2,000円を引いた額に対して、市民税から6％・県民税から4％の控除を受
けることができます。（④は市民税のみで、県民税の適用はありません。）
　
　①都道府県・市区町村（ふるさと納税）
　②千葉県の共同募金会もしくは日本赤十字社千葉県支部
　③所得税の寄附金控除の対象の中から、千葉県に所在する学校法人や社会福祉法
　　人など市川市税条例で定めるもの
　④市川市税条例で定めたＮＰＯ法人（市民税6％のみ適用）※2

市民税・県民税の計算方法

納税通知書の発送
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30

1,000円未満
は切捨てます

申告フローチャート

申告にあたる注意事項

申告会場と日程

税制改正に関わるご案内

※必ずしもこのフローチャートに該当しない場合があります。詳しくはお問い合わせください。

ＳＴＡＲＴ

平成29年中に

収入があった

給与収入のみ

いいえ

いいえ

いいえ

いいえ

はい

はい

はい

はい

はい

いいえ

はい

はい

税
務
署
に
確
定
申
告
（
市
川
税
務
署
　
☎
０
４
７―

３
３
５―

４
１
０
１
）

この申告書を提出

この申告書を提出

提 出 不 要

提 出 不 要

この申告書を提出

提 出 不 要

この申告書を提出

この申告書を提出

以下のいずれかに該当する
・給与、年金以外に20万円を超える営業、不動産、配当、譲渡、
　個人年金等の所得があった
・給与収入が2,000万円を超えた
・公的年金の収入が400万円を超えた
・外国の法令に基づく公的年金の収入があった

①給与収入が103万円を超え、
　かつ年金収入が140万円
　（65歳未満は90万円）以下

［Ａ］給与収入のみの場合の
フローに従って提出先を確認

②給与収入が85万円を超え、
　かつ年金収入が140万円
　（65歳未満は90万円）を超える

①及び②以外の方

源泉徴収票の記載事項以外
に控除の追加がある

老齢年金・企業年金を受給 年金収入が155万円
（65歳未満は105万円）以上

遺族年金・障害年金のみを受給

－5－

【外国税額控除】

【配当控除】

【調整控除】

　住宅借入金等特別税額控除額が所得税で
引ききれない場合に市民税・県民税の所得
割額から一定の金額を限度として控除され
ます。（平成19年、20年の入居を除きます｡）

「居住年月日が平成26年4月1日以降」の控除額は、消費税8％で住宅を取得した場合であり、それ以外の場合は「居住年月日が平成26年3月31日以前」と同様です。

【住宅借入金等特別税額控除】 ※1　2,000円を超える金額に対して、市民税・県民税所得割額のおおむね２割を限度として、
 　 所得税と合わせて全額が控除されます。また、日本赤十字社や中央共同募金会等に、東
 　 日本大震災義援金として寄附した場合も同様の控除が受けられます。
※2　控除を受けるためには、別途「寄附金税額控除申告書(二)」の提出が必要です。

※1

①か②のいずれか少ない金額

前年分の所得税の住宅借入金等特別税額控除額のうち、所得税において控除しきれなかった額

居住年月日が平成26年３月31日以前 前年分の所得税の課税総所得金額等に５％（限度額97,500円）

居住年月日が平成26年４月１日以降 前年分の所得税の課税総所得金額等に７％（限度額136,500円）

①

②

　この申告書は、市民税・県民税を算出する基礎資料となり、課税証明書（非課税証明書）や納税証明書など、各種証明書の
発行に必要な資料となるだけでなく、申告の有無によって、国民健康保険税や介護保険料等の算定にも影響があります。下記
のフローチャートで「この申告書を提出」となった方は必ず申告をお願いします。なお、文中で使用する「平成29年中」
「平成29年分」とは、平成29年１月１日から平成29年12月31日までの期間をいいます。

市川市役所の庁舎移転に伴い、申告会場が下記の通りとなりますのでご注意ください！
詳しくは、同封の「平成30年度　市民税・県民税申告受付のご案内」をご覧ください。

◆受付日時　平成30年２月16日（金）～平成30年３月15日（木）　9：00～12：00・13：00～16：00

◆受付場所　勤労福祉センター４階　会議室

　　　　　　行徳支所２階　多目的ホール

◆給与所得控除の見直し

　　給与収入1,000万円以上の給与所得控除額が下表の通りと変更になりました。

  

◆セルフメディケーション推進のためのスイッチＯＴＣ薬控除（医療費控除の特例）の創設

　この控除は、健康の維持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組を行う個人が、平成29年１月１日以降に、スイッ

チＯＴＣ医薬品（要指導医薬品及び一般用医薬品のうち、医療用から転用された医薬品）を購入した際に、その購入費用に

ついて所得控除（医療費控除）を受けることができるものです。

　⑴　適用を受けられる方

　　　下記のいずれかの取組をされた方が対象となります。

　　①　保険者（健康保険組合、市町村国保等）が実施する各種健診や人間ドック、特定保健指導

　　②　市区町村が健康増進事業として実施するがん検診や健康診査

　　③　勤務先で実施する定期健康診断

　　④　予防接種（インフルエンザの予防接種等）

　⑵　対象となる医薬品

　　　購入の際の領収書等にセルフメディケーション税制の対象商品である旨が表示されています。

　　　具体的な品目一覧は、厚生労働省ホームページに掲載の「対象品目一覧」をご覧ください。

　⑶　控除額

　　　⑵の購入額の合計が12,000円を超える部分の金額を所得控除。（上限88,000円）

　⑷　注意事項

　申請にあたっては、以下の書類を添付し、申告書の医療費控除欄にある、「セルフメディケーション税制による特例の

医療費控除（上限88,000円）の適用を希望する」にチェックをお願いします。

　　　・⑴で記載された取組を実施したことがわかる書類

　　　　（氏名、取組を実施した年、保険者や事業所の名称または医療機関名が記されたもの）

　　　・セルフメディケーション税制の明細書（様式は同封されています）

　　　また、この控除は従来の医療費控除との選択適用であり、申請後の変更はできません。

◆医療費控除の申告時における「明細書」の添付義務化

領収書の提出が不要となり、明細書の提出へと変更となります。
　明細書の提出にあたっては、同封された「医療費控除の明細書」をご利用ください。

　なお、領収書は必要に応じて後日提示または提出していただく場合があるため、必ず５年間ご自宅で保存しておくようお

願いいたします。ただし、平成30年度から平成32年度までの申告については、医療費の領収書の添付または提示によること

もできます。

◆申告書の提出時は以下の書類を添付してください。（申告書に直接貼らないでください。）また、提出時に本人確認及び個人
番号（マイナンバー）の番号確認も実施しますので、申告書に記載のある「本人確認書類」及び「番号確認書類」のご提示
が必要となります。

　・平成29年中の給与や年金等の源泉徴収票
　・事業所得のある方は、平成29年中の収入及び必要経費のわかるもの
　・各種控除に必要な領収書、証明書
　　平成29年中に支払った国民健康保険税・国民年金保険料・介護保険料などの社会保険料、生命保険料、地震保険料、医療

費等
　・障害のわかる各種手帳または認定書等
　・印鑑（スタンプ式ではないもの）

※提出された資料はお返ししておりません。また、申告書の控えは発行しておりません。
　控えが必要な方は、提出前にコピーをご自身で用意してください。

◆郵送でのご申告をされる方で申告書受付書の返却を希望される方は、ご自身宛の返信用封筒（切手を必ず貼ってください）
を用意していただき、申告書郵送時に同封してください。

Ａ

年金収入のみ
Ｃ

給与・年金以外に20万円以下の何かしらの所得がある
Ｄ

給与収入と年金収入

の２種類のみ

Ｂ

勤務先から市川市に給与支払報告書
が提出されている
※提出の有無は勤務先へ確認

問い合わせ先

　　市民税・県民税の申告について不明な点は下記までお願いします。

　　市川市役所　市民税課

　　◆住　　所　〒272－8501　市川市南八幡2－20－2　仮本庁舎３階

　　◆電　　話　047（712）8660（直通）

　　◆受付時間　平日８時45分から17時15分まで

いいえ（下の Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄ へ）

以下のいずれかに該当する
・源泉徴収票の記載事項以外に控除の追加がある
・複数の源泉徴収票があり、２社目以降の給与収入が20万円を超えた
・給与収入が103万円を超えたが、年末調整をしていない

※平日のみの開催となります

給与収入額

10,000,000～11,999,999

12,000,000～

改　正　前

（給与収入額×0.95）－1,700,000

（給与収入額）－2,300,000

改　正　後

（給与収入額）－2,200,000

給与所得金額



この記載内容は、平成29年度の地方税法等に基づき作成しております。
地方税法等が改正された場合は、改正内容に従って計算されます。

　国外で納付した外国所得税額があるときは
一定の金額を限度として、外国所得税額を差
し引くことができます。税額計算の結果、所
得税で控除しきれない時に、県民税の所得割
額、市民税の所得割額へと順次控除されます。
　詳しくは、税務署にお問い合わせください。

配当所得
の種類

配当控除の率
（カッコ内は、課税所得金額1,000万円以上）

市 民 税 　 　 県 民 税

配当所得・一　般

配当所得・証　券

配当所得・外貨建

1.6％(0.8％)

0.8％(0.4％)

0.4％(0.2％)

1.2％(0.6％)

0.6％(0.3％)

0.3％(0.15％)

◆県民税の税率
　一律 ４％ の税率を課税標準額に乗じます

◆市民税の税率
　一律 ６％ の税率を課税標準額に乗じます

◆均等割 市　民　税 3,500円

所得割と上記の均等割を加えます

◆均等割 県　民　税 1,500円

所得割と上記の均等割を加えます

◆所得税の確定申告についての問い合わせ先

市川税務署 〒272-8573　市川市北方1-11-10
電話　047（335）4101
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◆普通徴収分（ご自分で年４回で納める方法）の市民税・県民税納税通知書は、６月中旬頃にお送りします。
　なお、均等割・所得割ともに非課税の方には、市民税・県民税納税通知書はお送りしませんので、あらかじめご了承く
　ださい。
◆３月15日の期限までにご申告されませんと市民税・県民税納税通知書の発行が遅れたり、課税証明書を発行できない場
　合がありますのでご注意ください。

◆税額控除

◆市民税・県民税の計算方法

　税源移譲により生じる所得税と市民税・県民税の人的控除額の差に基づく税負担の増加
を調整するために市民税・県民税所得割額から下記の算式で計算された金額を控除します。

課税標準額

200万円以下

200万円超

調 整 控 除 額 の 計 算 式
次の①、②のいずれか少ない金額の５％〔市３％・県２％〕
①人的控除額の差額の合計額　②市民税・県民税の課税標準額

［人的控除額の差額の合計額－（課税標準額－200万円）］×５％〔市３％・県２％〕
ただし、上記計算式の［ ］内の金額が50,000円以下の場合は50,000円とする。

【寄附金税額控除】

　

　次の①～④の団体に寄附をした場合、寄附金の額（総所得金額等の30％を上限とし
ます。）から2,000円を引いた額に対して、市民税から6％・県民税から4％の控除を受
けることができます。（④は市民税のみで、県民税の適用はありません。）
　
　①都道府県・市区町村（ふるさと納税）
　②千葉県の共同募金会もしくは日本赤十字社千葉県支部
　③所得税の寄附金控除の対象の中から、千葉県に所在する学校法人や社会福祉法
　　人など市川市税条例で定めるもの
　④市川市税条例で定めたＮＰＯ法人（市民税6％のみ適用）※2

市民税・県民税の計算方法

納税通知書の発送
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30

1,000円未満
は切捨てます

申告フローチャート

申告にあたる注意事項

申告会場と日程

税制改正に関わるご案内

※必ずしもこのフローチャートに該当しない場合があります。詳しくはお問い合わせください。
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この申告書を提出

この申告書を提出

提 出 不 要

提 出 不 要

この申告書を提出

提 出 不 要

この申告書を提出

この申告書を提出

以下のいずれかに該当する
・給与、年金以外に20万円を超える営業、不動産、配当、譲渡、
　個人年金等の所得があった
・給与収入が2,000万円を超えた
・公的年金の収入が400万円を超えた
・外国の法令に基づく公的年金の収入があった

①給与収入が103万円を超え、
　かつ年金収入が140万円
　（65歳未満は90万円）以下

［Ａ］給与収入のみの場合の
フローに従って提出先を確認

②給与収入が85万円を超え、
　かつ年金収入が140万円
　（65歳未満は90万円）を超える

①及び②以外の方

源泉徴収票の記載事項以外
に控除の追加がある

老齢年金・企業年金を受給 年金収入が155万円
（65歳未満は105万円）以上

遺族年金・障害年金のみを受給

－5－

【外国税額控除】

【配当控除】

【調整控除】

　住宅借入金等特別税額控除額が所得税で
引ききれない場合に市民税・県民税の所得
割額から一定の金額を限度として控除され
ます。（平成19年、20年の入居を除きます｡）

「居住年月日が平成26年4月1日以降」の控除額は、消費税8％で住宅を取得した場合であり、それ以外の場合は「居住年月日が平成26年3月31日以前」と同様です。

【住宅借入金等特別税額控除】 ※1　2,000円を超える金額に対して、市民税・県民税所得割額のおおむね２割を限度として、
 　 所得税と合わせて全額が控除されます。また、日本赤十字社や中央共同募金会等に、東
 　 日本大震災義援金として寄附した場合も同様の控除が受けられます。
※2　控除を受けるためには、別途「寄附金税額控除申告書(二)」の提出が必要です。

※1

①か②のいずれか少ない金額

前年分の所得税の住宅借入金等特別税額控除額のうち、所得税において控除しきれなかった額

居住年月日が平成26年３月31日以前 前年分の所得税の課税総所得金額等に５％（限度額97,500円）

居住年月日が平成26年４月１日以降 前年分の所得税の課税総所得金額等に７％（限度額136,500円）

①

②

　この申告書は、市民税・県民税を算出する基礎資料となり、課税証明書（非課税証明書）や納税証明書など、各種証明書の
発行に必要な資料となるだけでなく、申告の有無によって、国民健康保険税や介護保険料等の算定にも影響があります。下記
のフローチャートで「この申告書を提出」となった方は必ず申告をお願いします。なお、文中で使用する「平成29年中」
「平成29年分」とは、平成29年１月１日から平成29年12月31日までの期間をいいます。

市川市役所の庁舎移転に伴い、申告会場が下記の通りとなりますのでご注意ください！
詳しくは、同封の「平成30年度　市民税・県民税申告受付のご案内」をご覧ください。

◆受付日時　平成30年２月16日（金）～平成30年３月15日（木）　9：00～12：00・13：00～16：00

◆受付場所　勤労福祉センター４階　会議室

　　　　　　行徳支所２階　多目的ホール

◆給与所得控除の見直し

　　給与収入1,000万円以上の給与所得控除額が下表の通りと変更になりました。

  

◆セルフメディケーション推進のためのスイッチＯＴＣ薬控除（医療費控除の特例）の創設

　この控除は、健康の維持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組を行う個人が、平成29年１月１日以降に、スイッ

チＯＴＣ医薬品（要指導医薬品及び一般用医薬品のうち、医療用から転用された医薬品）を購入した際に、その購入費用に

ついて所得控除（医療費控除）を受けることができるものです。

　⑴　適用を受けられる方

　　　下記のいずれかの取組をされた方が対象となります。

　　①　保険者（健康保険組合、市町村国保等）が実施する各種健診や人間ドック、特定保健指導

　　②　市区町村が健康増進事業として実施するがん検診や健康診査

　　③　勤務先で実施する定期健康診断

　　④　予防接種（インフルエンザの予防接種等）

　⑵　対象となる医薬品

　　　購入の際の領収書等にセルフメディケーション税制の対象商品である旨が表示されています。

　　　具体的な品目一覧は、厚生労働省ホームページに掲載の「対象品目一覧」をご覧ください。

　⑶　控除額

　　　⑵の購入額の合計が12,000円を超える部分の金額を所得控除。（上限88,000円）

　⑷　注意事項

　申請にあたっては、以下の書類を添付し、申告書の医療費控除欄にある、「セルフメディケーション税制による特例の

医療費控除（上限88,000円）の適用を希望する」にチェックをお願いします。

　　　・⑴で記載された取組を実施したことがわかる書類

　　　　（氏名、取組を実施した年、保険者や事業所の名称または医療機関名が記されたもの）

　　　・セルフメディケーション税制の明細書（様式は同封されています）

　　　また、この控除は従来の医療費控除との選択適用であり、申請後の変更はできません。

◆医療費控除の申告時における「明細書」の添付義務化

領収書の提出が不要となり、明細書の提出へと変更となります。
　明細書の提出にあたっては、同封された「医療費控除の明細書」をご利用ください。

　なお、領収書は必要に応じて後日提示または提出していただく場合があるため、必ず５年間ご自宅で保存しておくようお

願いいたします。ただし、平成30年度から平成32年度までの申告については、医療費の領収書の添付または提示によること

もできます。

◆申告書の提出時は以下の書類を添付してください。（申告書に直接貼らないでください。）また、提出時に本人確認及び個人
番号（マイナンバー）の番号確認も実施しますので、申告書に記載のある「本人確認書類」及び「番号確認書類」のご提示
が必要となります。

　・平成29年中の給与や年金等の源泉徴収票
　・事業所得のある方は、平成29年中の収入及び必要経費のわかるもの
　・各種控除に必要な領収書、証明書
　　平成29年中に支払った国民健康保険税・国民年金保険料・介護保険料などの社会保険料、生命保険料、地震保険料、医療

費等
　・障害のわかる各種手帳または認定書等
　・印鑑（スタンプ式ではないもの）

※提出された資料はお返ししておりません。また、申告書の控えは発行しておりません。
　控えが必要な方は、提出前にコピーをご自身で用意してください。

◆郵送でのご申告をされる方で申告書受付書の返却を希望される方は、ご自身宛の返信用封筒（切手を必ず貼ってください）
を用意していただき、申告書郵送時に同封してください。

Ａ

年金収入のみ
Ｃ

給与・年金以外に20万円以下の何かしらの所得がある
Ｄ

給与収入と年金収入

の２種類のみ

Ｂ

勤務先から市川市に給与支払報告書
が提出されている
※提出の有無は勤務先へ確認

問い合わせ先

　　市民税・県民税の申告について不明な点は下記までお願いします。

　　市川市役所　市民税課

　　◆住　　所　〒272－8501　市川市南八幡2－20－2　仮本庁舎３階

　　◆電　　話　047（712）8660（直通）

　　◆受付時間　平日８時45分から17時15分まで

いいえ（下の Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄ へ）

以下のいずれかに該当する
・源泉徴収票の記載事項以外に控除の追加がある
・複数の源泉徴収票があり、２社目以降の給与収入が20万円を超えた
・給与収入が103万円を超えたが、年末調整をしていない

※平日のみの開催となります

給与収入額

10,000,000～11,999,999

12,000,000～

改　正　前

（給与収入額×0.95）－1,700,000

（給与収入額）－2,300,000

改　正　後

（給与収入額）－2,200,000

給与所得金額


